
eシール用電子証明書の記載事項の
ご紹介
JIPDEC

デジタルトラスト評価センター

2026/4/27
©2026 JIPDEC All Rights Reserved.



eシール用電子証明書の記載事項

 eシールの付与者
 「一般財団法人日本情報経済社会推進協会」
が表示されます。（＝発行元の証明）

 eシール用電子証明書を発行した認証局
 JTS登録証に付与されているeシール用電子証
明書は「サイバートラスト株式会社」の認証
局から発行されています。

※ 当該「サイバートラスト株式会社」の認証局はJTS登録の
審査を受け、登録されています。
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※左記の記載事項の表示方法は、「eシールの検証方法の詳細」をご覧ください。



eシール用電子証明書の記載事項
 シリアル番号（証明書固有の番号）
 各eシール用電子証明書にはそれぞれ異なる
シリアル番号が付与されます。

 有効期間
 eシール用電子証明書の有効期間です。
 有効期間の終了後はタイムスタンプを施すこ
とで、有効期間内に施されたeシールであっ
たことが保証されます。

 タイムスタンプが施されないと、有効期間の
満了後は当該証明書は無効となります。
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補足：なぜ、Adobe Acrobat Readerでは「デジタル署名」と表示されるのか？
日本の法律や実務で「eシール」や「電子署名」と呼ばれるものは、Adobe Acrobat 
Reader等のソフトウェアにおいては、インターネットの技術仕様（RFC）で定義さ
れた「デジタル署名」という用語が世界共通で採用されています。
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